
刑 事 訴 訟 法 

（ 50 点）  

 

令 和 ４ 年 11 月 、 甲 市内 の 山 林 で Ａ の 死 体が 発 見 され た こ と から 捜査

が開 始 さ れ 、 Ａ の 仕 事仲 間 で あり Ａ と 始 終行 動 を 共に し て い たＸ 及 びＹ

が 逮 捕 さ れた 。 Ａ の 遺体 を 鑑 定し た 医 師 は、 Ａ の 死亡 日 を 同 年 ９ 月 下旬

から 10 月 初 旬 ころ と推 定 し た上 、「遺 体に あ っ た頭 蓋 底 骨 折は 脳 障 害を

引 き 起 こ して 死 亡 の 原因 と な りう る も の であ る が 、 遺 体 が 高 度に 白 骨化

し て い る ため 正 確 な 死因 は 不 明で あ る 。」と し た。Ｙは 、「 ９ 月 29 日の 夜

にＸ 及 び Ａ と 一 緒 に Ｘの ア パ ート で 飲 酒 した 際 に ３人 の 間 で 喧嘩 に な り、

Ｘが Ａ に 暴行 を 加 え たと こ ろ Ａ が 動 か な くな っ た ので 、 同 日 の深 夜 、 Ｘ

と共 に Ａ を運 ん で 山 林に 遺 棄 した 。」旨 供述 し た が 、Ｘ の 暴 行行 為 の 態様

や暴 行 へ の Ｙ の 加 功 の有 無 に 関す る 供 述 は変 遷 を 重ね た 上 、 最終 的 にＹ

が供 述 し た暴 行 態 様 は Ａ に 頭 蓋底 骨 折 を 生じ さ せ ると は 考 え にく い もの

で あ っ た 。 Ｘ は 、 暴 行に つ い ては 一 切 黙 秘し て お り 、 Ｙ と 共 に Ａ を 遺棄

し た こ と を概 括 的 に 認め る 供 述を す る の みで あ っ た。 ま た 、 ほか に 同日

夜 の Ｘ ら の動 向 を 目 撃し た 者 はい な か っ た 。な お 、Ｘの ア パ ート 居 室（乙

荘１ 階 ５ 号室 ） か ら は、 Ａ の もの と 確 認 でき る 血 痕等 は 検 出 され な かっ

た。  

Ｘは 、 Ａ に対 す る 傷 害致 死 及 び死 体 遺 棄 の各 公 訴 事実 に よ り 起訴 され

た 。起 訴 状 にお け る 傷害 致 死 の 公 訴 事 実（ 以 下「本 件 公 訴事 実 」とい う ）

の 記 載 は 次の 通 り で ある 。  

「 被 告 人 は 、単 独 で 又は Ｙ と 共謀 の 上 、令和 ４ 年 ９月 29 日 夕刻 か ら 翌

30 日 未 明 ま で の 間 に 、甲 市…〔 中略 〕…の ア パ ート 乙 荘 １ 階５ 号 室又

は そ の 周 辺 に お い て 、 被 告 人 又は Ｙ あ る いは そ の 両名 に お い て、 Ａ に

対 し 、 そ の頭 部 等 に 手段 不 明 の暴 行 を 加 え、 同 人 に 頭 蓋 底 骨 折等 の傷

害 を 負 わ せ、 よ っ て 、 同 人 を 頭蓋 底 骨 折 に基 づ く 外傷 性 脳 障 害又 は何

ら か の 傷 害に よ り 死 亡さ せ た。」  

 

問  本 件 公訴 事 実 に よる 起 訴 の適 法 性 に つい て 論 じな さ い 。  


